
i n f o r m a t i o n
 

知
っ
て
お
こ
う
。
固
定
資
産
税

　

固
定
資
産
税
は
、
固
定
資
産
（
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
）
を
所
有
し
て
い
る
人
が
納
め
る
税
金
で
す
。

町
は
、
固
定
資
産
の
適
正
な
課
税
を
図
る
た
め
、
現
況
を
調
査
し
、
評
価
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

土
地
の
地
目
変
更
お
よ
び
家
屋
の
定
義
や
新
築
・
解
体
し
た
と
き
の
手
続
き
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◇
地
目
変
更
◇

　

土
地
の
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１

月
１
日
現
在
の
利
用
状
況
に
よ
っ
て

地
目
認
定
し
、
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

土
地
登
記
簿
上
と
現
況
が
一
致
し

て
い
な
い
場
合
は
、
登
記
簿
上
の
地

目
に
か
か
わ
ら
ず
利
用
状
況
に
よ
り

課
税
地
目
を
決
定
し
ま
す
。

　

こ
の
課
税
地
目
は
、
納
税
通
知
書

に
同
封
さ
れ
て
い
る
課
税
明
細
書
の

課
税
地
目
欄
で
確
認
で
き
ま
す
。
課

税
地
目
と
異
な
る
利
用
状
況
に
変
更

し
た
と
き
は
、
税
務
課
ま
た
は
総
合

管
理
課
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
農
地
を
農
地
以
外
の
地
目
に
変
更

す
る
場
合
は
、
農
業
委
員
会
に
農
地

転
用
許
可
の
申
請
が
必
要
で
す
。

※
法
務
局
へ
地
目
変
更
の
登
録
を
す

る
場
合
は
、
税
務
課
へ
の
申
請
書
提

出
は
不
要
で
す
。

◇
家
屋
の
定
義
◇

　

固
定
資
産
税
で
の
家
屋
と
は
、
地

方
税
法
で
住
家
、
店
舗
、
工
場
（
発

電
所
、
変
電
所
含
む
）、
倉
庫
そ
の

他
の
建
物
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
屋
根
お
よ
び
周
壁
ま
た
は
こ
れ
に

類
す
る
も
の

　

家
屋
内
に
外
気
が
自
由
に
出
入
り

す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
屋
根

や
周
壁
が
あ
り
、
使
用
目
的
を
達
成

で
き
る
利
用
空
間
が
あ
る
こ
と
。

②
土
地
に
定
着
し
て
い
る
こ
と

　

建
物
が
永
続
的
に
基
礎
な
ど
で
土

地
に
定
着
し
て
、使
用
で
き
る
状
態
。

　

ブ
ロ
ッ
ク
の
上
に
簡
易
な
物
置
や

コ
ン
テ
ナ
を
載
せ
た
だ
け
の
も
の
は

土
地
定
着
性
が
あ
り
ま
せ
ん
。

③
用
途
に
供
し
得
る
状
態

　

家
屋
が
そ
の
目
的
と
す
る
用
途

（
居
住
、
作
業
、
貯
蔵
な
ど
）
を
達

成
で
き
る
一
定
の
空
間
を
確
保
し
て

い
る
こ
と
。

　

こ
れ
ら
の
要
件
を
総
合
的
に
満
た

し
て
い
る
も
の
が
、
家
屋
と
し
て
認

定
さ
れ
ま
す
。

○
家
屋
を
新
・
増
築
し
た
と
き
は
？

　

税
務
課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

職
員
が
家
屋
の
評
価
を
す
る
た
め
、

実
地
調
査
に
伺
い
ま
す
。

○
表
示
登
記
の
手
続
き
を

　

建
物
の
所
有
権
を
取
得
し
た
人

は
、取
得
の
日
か
ら
１
カ
月
以
内
に
、

表
題
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
り
ま
せ
ん
。

　

所
有
者
を
明
確
に
し
、
相
続
な
ど

で
問
題
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
未
登
記
家
屋
も
、
課
税
対
象
に
な

り
ま
す
。

○
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
？

①
印
鑑
を
持
参
し
て
税
務
課
ま
た
は

総
合
管
理
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
手
続
き
後
、
職
員
が
現
地
を

確
認
し
ま
す
。

②
建
物
が
滅
失
し
た
日
か
ら
１
カ
月

以
内
に
法
務
局
で
滅
失
登
記
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
税
務
課
固
定
資
産
税
係

　

☎
（
86
）
１
１
７
２
［
直
通
］

○
平
成
27
年
度
は
評
価
替
え
の
年

　

評
価
替
え
と
は
、
土
地
や
家
屋
の

価
格
の
見
直
し
の
こ
と
で
、
平
成
27

年
度
は
、
３
年
に
１
度
の
固
定
資
産

の
評
価
替
え
と
な
り
ま
す
。

軽自動車税が引き上げられます
種　別 改正前 改正後

原動機付自転車

50cc 以下 1,000 円 2,000 円
50cc を超えて 90cc 以下 1,200 円 2,000 円
90cc を超えて 125cc 以下 1,600 円 2,400 円
ミニカー 2,500 円 3,700 円

小型特殊自動車 農耕作業用（トラクター、耕運機など） 1,600 円 2,400 円
その他（フォークリフト、ショベルなど） 4,700 円 5,900 円

二輪の軽自動車 125cc を超えて 250cc 以下 2,400 円 3,600 円
二輪の小型自動車 250cc を超えるもの 4,000 円 6,000 円

種　別 改正前 改正後 重課税額

四輪の軽自動車
乗用（５ナンバー） 営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

自家用 7,200 円 10,800 円   12,900 円

乗用（４ナンバー） 営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

     三輪の軽自動車 3,100 円 3,900 円 4,600 円

平成 27年４月１日以降に適用される新税額

平成 28年４月１日以降に適用される新税額

　平成 27 年４月以降に新規登
録（新車に限る）する軽自動車
の税額を、平成 28 年度から引
き上げます。（平成 27 年３月
までに登録済みの車両は、平成
28 年度も改正前の税額が適用
されます）
　グリーン化を進める観点か
ら、新規登録から 13 年を経過
した軽四輪車などについても、
平成 28 年度から改正後の税額
にさらに約 20％重課されます。

◎問い合わせ先
　役場税務課軽自動車税係
　☎（86）1172［直通］
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